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ASBJ：実務対応報告公開草案第66号「資
金決済法における特定の電子決済手段の
会計処理及び開示に関する当面の取扱い
（案）」等の公表

『会計情報』編集部

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2023年5月31
日に、実務対応報告公開草案第66号「資金決済法
における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に
関する当面の取扱い（案）」等を公表した。

2022年6月に成立した「安定的かつ効率的な資
金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法
律等の一部を改正する法律」（令和4年法律第61号）
により「資金決済に関する法律」（平成21年法律第
59号。以下「資金決済法」という。）が改正された。
改正された資金決済法においては、いわゆるステー
ブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格
で発行され券面額と同額で払戻しを約するもの及び
これに準ずる性質を有するものが新たに「電子決済
手段」と定義され、また、これを取り扱う電子決済
手段等取引業者について登録制が導入され、必要な
規定の整備が行われた。当該規定の整備を背景に、
2022年7月に公益財団法人財務会計基準機構内に
設けられている企業会計基準諮問会議に対して、資
金決済法上の電子決済手段の発行及び保有等に係る
会計上の取扱いについて検討するよう要望が寄せら
れ、ASBJにおいて、資金決済法上の電子決済手段
の発行及び保有等に係る会計上の取扱いについて、

検討が行われた。

2023年5月29日開催の第502回企業会計基準委
員会において、以下の実務対応報告及び企業会計基
準の公開草案の公表が承認され、2023年5月31日
に公表されている。
●　実務対応報告公開草案第66号「資金決済法に
おける特定の電子決済手段の会計処理及び開示に
関する当面の取扱い（案）」

●　企業会計基準公開草案第79号「『連結キャッシ
ュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正（そ
のX）（案）」

コメント募集期間は、2023年8月4日（金）まで
とされている。
詳細については、ASBJのウェブページ（実務対
応報告公開草案第66号「資金決済法における特定
の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の
取扱い（案）」等の公表｜企業会計基準委員会：財
務会計基準機構（asb.or.jp））を参照いただきたい。

以上
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